
対象建築物 対象者

 平成12年5月31日以前に建築された木造2階建て以下の住宅

※ 昭和56年6月1日以降は在来軸組工法に限る（パネル工法等は対象外）

※ 住宅部分が1/2以上を占める併用住宅は対象（店舗、事務所、工場などと併用 ）

※ 混構造は対象外（鉄骨造、鉄筋コンクリート造などを組み合わせた建物）

 個人所有の建物

助成内容 ① ≪区から耐震診断専門家を派遣する場合≫

助成内容 ② ≪東京都木造住宅耐震診断登録事務所に直接依頼する場合≫

お電話または窓口で簡単に

お申込みできます！（書類不要）

z

一律 25 万円

一律 2 7 万円

最大 25 万円

最大 2 7 万円

 診断費用を全額助成 ! （助成額の範囲内）

対象：東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度に登録された事務所

《助成額》

＼こんなご相談ができます／

 地震が怖いけど、まず何をすればいい？

 うちの家、地震で大丈夫？診断を受けるべき？

 耐震診断結果の見方がわからない！

 耐震改修工事ってどんな工事？費用は？

 耐震シェルターってどんなもの？

 助成制度を活用するにはどんな手続きが必要？

 耐震診断専門家派遣 ＋ 診断費用を全額助成 !
東京都建築士事務所協会（品川支部）所属の建築士を派遣します

《助成額》 戸建て住宅・長屋等

共同住宅

戸建て住宅・長屋等

共同住宅

z申込み 令和8年12月4日（金） 完了届 令和9年1月29日（金）申請期限

第１水曜日（事前予約制）

 建築物の所有者

※共有の場合 代表者

※長屋の場合 建物全体で

合意のうえ、代表者

※ 借地の場合

耐震改修工事を行う際には

同意書が必要となります

品川区 建築課 耐震化促進担当
電話 03－５７４２－６６３４ Fax 03－５７４２－６８９８

〒140-8715 品川区広町2－1‐36 品川区役所本庁舎６階 令和8年度版 4月改定

区ホームページから
電子申請できます！お問合せ

住宅の耐震相談会

木造住宅の 助成制度案内

＼地震対策は万全ですか？まずは無料の耐震診断から／



手続きの流れと必要書類《耐震診断》

耐震改修工事 をご検討される方

 耐震診断の結果がIw値1.0未満だった場合は耐震

改修（補強）工事をお勧めします。

 建物に違反部分等がある場合は、耐震改修工事終

了までに、是正工事を行ってください。

 耐震改修工事が難しい場合、除却（解体）工事の

助成があります。※条件あり

 耐震改修工事を行った住宅に対して固定資産税や

所得税等の減免措置の対象になる場合があります。

耐震診断結果報告書 について

《必要項目》

 表紙（申請者名・住所）

 建物概要、診断の評価概要（総評）

 案内図・配置図・平面図（接道状況記載）

 法令チェック

• 建ぺい率・容積率

• 42条2項道路等のセットバック、その他

• 小屋裏収納 など

 用途地域等指定図

 地盤調査（近隣ボーリングデータ等）

 液状化検討

 現地調査結果（写真、調査結果等、評点に反映

されない欠陥含む、依頼者の意向調査）

 一般診断・計算書一式（N値計算含む）

 補強案（Iw値1.0以上、平面図と計算書一式）

 概算費用

• 補強設計費

• 耐震改修工事費、工事監理費

①派遣の場合、専門家から連絡があります。

※費用の支払い方法・時期を確認

２ 区から交付決定通知書・選任通知書が届く

① 契約・事前調査（平面図作成等のため、数時間）

② 本調査（半日程度）

※ 建物の情報（図面有無、傾き、雨漏り、シロアリ、

床のたわみ等）をお伝えください。

３ 契約・現地調査を行う

 『住宅等耐震診断着手届』 契約書

４ 契約後 着手届等を提出

『住宅等耐震診断完了届』 領収証

７ 完了届を提出

 『住宅等耐震診断助成金交付請求書』

 口座振替依頼書 ※振り込みまで1か月程度かかります

８ 助成金額確定通知書が届く

⇒ 助成金交付請求書等を提出

【①区から耐震診断専門家を派遣する場合】

 『住宅等耐震診断専門家派遣・助成金交付申請書』

【②登録事務所に直接依頼する場合】

 『住宅等耐震診断助成金交付申請書』

 事務所の東京都木造住宅耐震診断事務所登録証

 診断費用の見積書

【共通の書類】

 全部事項証明書（建物・土地)・公図 （3か月以内）

 固定資産税納税通知書・課税明細書（最新年度）

 本人確認書類(ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ(表面)、運転免許証(両面)、
住民票等）

 建物の位置が特定できる地図（住宅地図など）

 現地写真（①建物の足元から屋根まで、②道路と敷地の
境界部分、一週間以内に撮影し撮影日を記載する）

【※該当する方のみ必要な書類】

 委任状（所有者が複数の場合、全員分）

 間取り図、面積表（併用住宅の場合：住宅部分が
1/2以上か確認するため）

共同住宅の場合

 間取り図等、共同住宅とわかる書類

 共用部の写真（共用廊下・階段、各住戸玄関扉、
個別電気メーター等）

借地の場合

診断で必要な書類はありません

耐震改修工事を行う場合は、耐震補強設計申請の
際に土地所有者の同意が必要です

※ 添付書類はすべて写し（コピー）で問題ありません

１ 申請書を提出 必要書類 区に申請後、約２週間審査の時間がかかります

専門家派遣の場合、申請から連絡まで１か月ほどかかります

専門家から耐震診断の結果をお伝えします。

６ 耐震診断報告書を受取る

耐震診断結果報告書２部（確認後１部を返却）

※ 内容は右表参照。区の確認、修正等に時間を要するため、
余裕を持ってご提出ください。

区の確認後に、申請者用１部を返却します。

５ 専門家が 診断報告書を区へ事前提出

上記の各種申請書は区ホームページから取得できます。


